
令和5年9月1日より当院は、

『紹介受診重点医療機関』

となりました。

○ ⼀部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が⽣じ
ています。

○ このため、国の制度により、⼀定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来
受診する患者等から、⼀部負担⾦（3割負担等）とは別に、「特別の料⾦」を徴収すること
としています。この制度について、対象病院を拡⼤するとともに、「特別の料⾦」の額を引き上
げます。

○ まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の
機能･役割に応じた適切な受診を⾏うよう、お願いいたします。

医療法に基づき令和4年度から行われた外来機能
報告を踏まえ、「地域の協議の場」において協議
を行い、紹介患者への外来を基本とする医療機関
として都道府県が公表した病院です。

初診の場合 他の医療機関からの紹介状を持参されず
直接来院された場合

7,000円（現在は2,200円徴収）

再診の場合 当院から他の医療機関へ紹介をさせていただきましたが、
患者さんの希望により当院を受診された場合

3,000円（現在は徴収していません）

令和6年3月1日から、下記の特別の料金を徴収します。

厚⽣労働省
リーフレット

※次の場合は、定額負担の対象外となります。
①当院の他の診療科から院内紹介されて受診する患者さん
②外来受診から継続して⼊院した患者さん
③災害により被害を受けた患者さん
④労働災害、公務災害、交通事故、⾃費診療の患者さん
⑤その他、当院が当院を直接受診する必要性を特に認めた患者さん
（※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者さんの都
合により受診する場合は認められません）


